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【補助メニュー】 

工事費の 10％補助 限度額 10 万円 
北秋田市内に持ち家住宅がある世帯 
一  般  型 

【加算メニュー】 

18 歳以下の子（平成 19 年 4 月 2 日以降に生まれた子をいいます）が同居している世帯 
子 育 て 応 援 型 工事費の 15％補助 限度額 30 万円 

築 10 年以上の中古住宅を購入して行う工事（令和 6 年 4 月 1 日以降取得した住宅に限る） 

中古住宅購入型 工事費の 20％補助 限度額 40 万円 

5 年以上市外で生活した後、再び北秋田市へ住民登録した方、又は新たに北秋田市に住民登録した方 

移 住 者 応 援 工事費の 15％補助 限度額 30 万円 

下水道接続工事加算 
排水設備工事（下水道接続工事・浄化槽設置工事）を行う方 

定 額  5 万円 

工事費の 10％補助 限度額 10 万円 
 令和 6 年度以降の自然災害に伴う被害の復旧を行う工事（一つの災害について一回限り） 
災 害 復 旧 型 



 

 
令和７年度実績報告書提出期限：令和８年３月１３日（厳守） 
 


